
登記所備付地図作成作業の実施に伴う

現地事務所の開設について（お知らせ）

秋田地方法務局では、「秋田市外旭川字堂ノ前及び同字田中の全部

並びに外旭川字神宮田、同字在家、同字鳥谷場、同字野村、同字八幡

田、外旭川八柳三丁目、寺内字三千刈及び将軍野向山の一部」地区に

おける登記所備付地図作成作業の実施に伴い、次のとおり現地事務所を

開設しました。同作業に関する御質問等がございましたら、現地事務所ま

でお問い合わせ願います。

◇現地事務所の開設場所等

開設場所 〒０１１－０９４６

秋田市土崎港中央一丁目１６番２１号

（後記「現地事務所案内図」参照）

開設期間 令和５年４月１０日（月）から

令和５年１２月１５日（金）まで

（ただし、土、日、祝日を除く。）

開設時間 午前９時から午後４時まで（常駐職員が対応します。）

連 絡 先 ＴＥＬ ０１８－８８０－６５５１

◇不在時の問合せ先

〒０１０－０９５１

秋田市山王七丁目１番３号

秋田地方法務局地図整備・筆界特定室

ＴＥＬ ０１８－８６２－１４４２
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